
 
   

グリーン熱における所内供給の定義について 

 
       
グリーンエネルギーCO2 削減相当量認証制度運営規則に定められるグリーン

熱の認証要件は、「(a)熱供給事業に供給されている熱量」「(b)所内のグリーン熱

供給地点で供給されている熱量。但し、熱生成に直接必要な補機での消費エネ

ルギーを除く。」の 2 項目に分類される。 
上記 2 項目の基準が明確に定義されていないことから、事業者の申請により

分類を行っていたが、地球温暖化対策の推進に関する法律（温対法）に基づく

温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度における他人から供給された熱の定

義と実際の報告の状況を踏まえ、以下のように所内供給を補足的に定義するも

のとする。 
 
(b)所内のグリーン熱供給地点で供給されている熱量。但し、熱生成に直接必要な

補機での消費エネルギーを除く。なお熱の供給者とそれを受ける者が異なる

法人である場合であっても、両者が隣接する敷地に立地し、熱の供給を受ける

者が同熱の生成プロセスに関して、地球温暖化対策の推進に関する法律（温対

法）に基づく温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度における所内消費の算

定と同様に計算を行っている場合には所内消費とみなすものとする。 
 

以上 
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